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顧問弁護士のご案内 （オンライン対応）セミナー講師派遣のご案内

取り扱い業務のご案内

　企業活動において生じる人事労務や取引先とのトラブル、経営拡大・新規事業
によって生ずる新たなリスク。弁護士法人リーガルプラスは、「適正な価格」で社
内事情・業界をよく知る弁護士が、スピーディーに対応いたします。

【対応業種】介護・医療機関、保険代理業、飲食業、販売業、IT関連業、建築・
内装業、製造業　など

　リーガルプラスでは、交通事故、労災事故、相続トラブル、離婚、借金問題、企業
法務などの法律問題について、各地域で対応しています。まずはお気軽に、お近く
の事務所へご相談ください。

　リーガルプラスでは、ご希望に沿ったテーマでの社内セ
ミナーや、勉強会の講師派遣を承っております。
　近年、法令遵守の徹底や、それに伴うガバナンスの強
化、ハラスメントの予防・体制作りといった点に意識を持
たれる企業も多くなってきました。企業が抱えるさまざま
な問題について、弁護士が社内セミナーの講師として、研修を通じてコンプライア
ンス意識の向上や、労務管理のレベルアップを支援します。

【受付】 
TEL：03-6265-1686（平日 9：30〜18：00）

E-mail : mail@bengoshi-lp.com
講演研修テーマ・費用などお気軽にお問い合わせください。

景品表示法における不当表示規制について
１　はじめに

今年、回転寿司事業を営む会社が、消費者庁より不当景品類
及び不当表示防止法（以下、「景品表示法」）に基づく措置命令
を受けたことがニュースになりました。措置命令の理由は、商品
の在庫がなく提供できないと分かっていながら、テレビCM等で
広告したことでした。

今回は、上記に関連して、景品表示法で禁止されている不当
表示について解説します。

２　制度の趣旨
景品表示法とは、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽っ

て表示を行うことを規制する法律です。
商品やサービスの内容や取引条件は、消費者が商品やサービ

スを購入する際の重要な情報となるので、その内容は正確に消
費者に伝えられる必要があります。商品やサービスの内容や取
引条件について、実際よりも著しく優良または有利であると見
せかける表示が行われた場合、消費者は、正常な判断ができな
くなります。そのため、消費者を保護するため、景品表示法は、
不当な表示を行うことを規制しています。

３　不当表示規制の内容
景品表示法における不当な表示の禁止としては、以下の３つ

があります。
⑴　優良誤認表示（景品表示法５条１号）
景品表示法５条１号は、商品やサービスの品質を実際よりも

優れていると偽ったり、競争事業者が販売する商品やサービス
よりも特に優れているわけではないのにあたかも優れているか
のように偽って宣伝する行為を「優良誤認表示」として禁止して
います。たとえば、①カシミヤ混用率が80%のセーターに「カ
シミヤ100%」と表示した場合や②「この技術を用いた商品は
当社だけ」と表示していたが、実際は競争業者も同じ技術を用
いた商品を販売していた場合が典型的な例です。

⑵　有利誤認表示（景品表示法５条２号）
景品表示法５条２号は、商品やサービスの取引条件について

実際よりも有利であると偽ったり、競争事業者が販売する商品

やサービスよりも特に安いわけでもないのにあたかも著しく安
いかのように偽る行為を、「有利誤認表示」として禁止していま
す。

たとえば、①一部の当選者が割安で契約できる旨表示してい
たが、実際は、応募者全員を当選とし、全員に同じ料金で契約
させていた場合や②「他社商品の2倍の内容量」と表示してい
たが、実際には、他社と同程度の内容量にすぎなかった場合が
典型的な例です。

⑶　商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者
に誤認されるおそれがあると認められ内閣総理大臣が指定する
表示(景品表示法５条３号)

景品表示法５条３号は、商品またはサービスの取引に関する
事項について、一般消費者に誤認されるおそれがある表示で
あって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理
的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定
する表示を禁止しています。

今回の回転寿司店の問題は、ここで指定されている「おとり
広告に関する表示」の一態様である「取引の申出に係る商品・
サービスの供給量が著しく限定されているにもかかわらず、そ
の限定の内容が明りょうに記載されていない場合のその商品・
サービスについての表示」に該当するとされました。

４　違反すると
景品表示法に違反すると、行政から措置命令を受け、違反企

業として公表されることで、消費者からの企業イメージが低下す
るリスクや課徴金納付命令を受け、多額の支払いを命じられる
リスクがあるため、注意が必要です。

【かしま法律事務所】
所属弁護士：村田　羊成（むらた  よしなり）

中央大学法学部卒業、中央大学法科大学院修了後、弁護士登
録（茨城県弁護士会）。現在はかしま法律事務所に所属し、主
に、交通事故、労災事故、相続、離婚、中小企業法務（労務問

題）を中心に活動を行い、企業から個人の相談者まで、様々なお悩みや問題の解決に向
けて奔走している。

プロフィール



2022年もあとわずかとなり、この1年を振り返る機会が増えてまいりました。そんな中、12月1日に
発表されたユーキャン新語・流行語大賞での年間大賞は「村神様〔受賞者：プロ野球ヤクルト 村上宗隆
選手〕」でした。

ちなみに、過去の大賞を遡ると「2021年：リアル二刀流／ショータイム〔受賞者：大谷 翔平選手〕」
「2020年：３密〔受賞者：小池百合子東京都知事〕」「2019年：ONE TEAM(ワン チーム)〔受賞者：
ラグビーワールドカップ2019日本代表〕」とあり、流行語大賞を振り返ることでその年の世相がよみが
えります。そして、2019年の流行語大賞から、来年は4年に1度のラグビーワールドカップの開催年であ
ることがリンクしました。

2023年の流行語大賞は再びラグビー絡みのワードが生まれるのか、WBC（ワールド・ベースボール・
クラシック）絡みか、はたまたまったく予想していない事柄から生まれるのか、いずれにしても今年同
様、明るい話題からの選出を願いたいものです。

＊＊＊＊＊＊
誠に勝手ながら、2022年12月29日から2023年1月5日まで年末年始休業とさせていただきます。
2023年の新たな年と共に、所員一同、より一層の努力をする所存です。引き続き、変わらぬご愛顧をいただけますよう、お願い申しあげます。

編集後記

感情的対立に発展した遺産分割協議で、
丁寧な協議を行い早期に協議が成立した事案

ニュースレターをお読みになられた方からの法律相談・個別案件のお問い合わせ（平日・土曜  9：30〜18：00）

【東京法律事務所】 TEL：03-6265-1817

【津田沼法律事務所】 TEL：047-409-6371

【市川法律事務所】 TEL：047-712-5100

【成田法律事務所】 TEL：0476-20-3031

【柏法律事務所】 TEL：04-7197-3401

【千葉法律事務所】 TEL：043-301-6761

【船橋法律事務所】 TEL：047-407-4680

【かしま法律事務所】 TEL：0299-85-3350

相談概要
東京都内の土地が遺産の中心で、当事者間での協議が困難で

したが、弁護士が間に入り交渉を行った結果、代償金提供方式
で遺産分割協議が成立した事案となります。

ご相談時の状況
母親の相続に関するご相談で、被相続人である母親の相続人

は、兄（相手相続人）、ご依頼者の姉妹（M.Tさん）の3名でし
た。遺言も残されておらず、法定相続分は、それぞれが1／3でし
た。

都内の遺産の土地上に兄（相手相続人）が建物を所有してお
り、その兄が土地取得を希望している様子でした。当事者間で
代償金について協議を進めていましたが、金額の開きが大きく、
行き違いや感情対立もあり、協議が進まない状況でした。

活動の概要
初回法律相談から継続法律相談では、ご依頼者のM.Tさんが

自分で協議を進めるための連絡内容や分割の提案方法につい
て、アドバイスを実施していました。

しかしながら、相手相続人の態度が非常に硬く、納得できる
代償金の提供がなされずお困りでしたので、お引き受けするこ
とになりました。

まずは弁護士から相手相続人に手紙をお送りし、相手相続人
の自宅を訪問しました。

自宅訪問の際、亡くなられた母親（被相続人）の生活状況な
ど様々なお話をしましたが、相手相続人も遺産分割協議の長期
化を望むものではなく、また、家庭裁判所で遺産分割調停や審
判になってご依頼者であるM.Tさんの法定相続分（1／3）の土
地持分を認められることも困るといった状況でした。

活動結果
相手相続人との協議をふまえて、ご依頼者のM.Tさんと打ち

合わせを行いました。M.Tさんも家庭裁判所での調停・審判によ
る解決の長期化や親族間の感情対立を望まないことから法定相
続分よりも譲歩をした代償金での解決を提案しました。

相続税申告期限が近づき、小規模宅地の特例を用いて相続税
申告を図りたい各相続人の意向もある中、相手からの質問や諸
連絡に丁寧に対応し、結果として、短期での遺産分割協議が成
立しました。

分割協議の内容に従い、ご依頼者のM.Tさんは代償金を取得
することができました。

活動を振り返って
活動開始当初、ご依頼者のM.Tさんは「自分で協議しても態度

を変えない相手と、弁護士の協議が進むのか」と、非常に心配さ
れていました。また、遺産をめぐるトラブルに、大変お疲れのご
様子でした。

相手と速やかに接触し、その思惑を探ったところ、想定してい
たよりも相手相続人が紛争の拡大を望んでいないことが判明
し、当方で提案方法を工夫したことで、代償金方式による遺産
分割を無事に成立させることができました。ご依頼から4か月
程度で解決となり、M.Tさんにはとても喜んでいただけました。

遺産分割協議において、お互いの利害や手続きに要する期
間・労力・心理的負担を考慮の上で、調整ポイントを見極めて短
期で解決できた事例となります。

【東京法律事務所】
代表弁護士：谷　靖介（たに  やすゆき）

東京弁護士会所属。明治大学法学部卒業後、2002年(旧)司法
試験合格。2004年弁護士登録(司法修習57期)。リーガルプラス
の代表として複数の法律事務所を経営しつつ、弁護士としては
主に中小企業の法務労働問題、相続紛争業務を担当する。千
葉県経営者協会労働法フォーラム、弁護士ドットコム（法律事

務所運営）などの講師を務める。また、日本経済新聞、ＮＨＫ、テレビ朝日等のメディア
取材や日経ヘルスケア、医療介護専門誌への寄稿も多数。趣味は読書、旅行。
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